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○

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
年
金
融
庁
・
財
務
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
）

（
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
）

第
一
条

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

第
一
条

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

一
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

一
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。

者
と
す
る
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

三
〜
十
三

（
略
）

二
の
二
〜
十
二

（
略
）

（
削
る
）

十
三

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構

十
四
〜
十
九

（
略
）

十
四
〜
十
九

（
略
）

２

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は

２

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
営
む
資
金
移
動
業
（
資
金
決
済
に
関
す

一
の
二

前
項
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
者
が
営
む
資
金
移
動
業
（
資
金
決
済
に

る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
を
い
う
。
）
の
代
理
又
は

関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
を
い
う
。
）
の
代
理

媒
介

又
は
媒
介

二

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
次
に
掲
げ
る
業
務
（
法
第
二
十
一
条
第
七
項

二

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
次
に
掲
げ
る
業
務
（
法
第
二
十
一
条
第
七
項

に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

イ
〜
ロ
（
略
）

イ
〜
ロ
（
略
）

三

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
の
投
資
顧
問
契
約
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条

三

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
投
資
顧
問
契
約
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条

第
八
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
投
資
顧
問
契
約
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任

第
八
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
投
資
顧
問
契
約
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任
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契
約
（
同
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結

契
約
（
同
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結

の
代
理
又
は
媒
介

の
代
理
又
は
媒
介

四

前
項
第
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理

四

前
項
第
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
業
務
の
代
理


